
継続してご利用頂く場合の報奨金
～より一層ご利用しやすくなりました～

新潟港コンテナターミナル荷主様向け報奨金制度のご案内
株式会社新潟国際貿易ターミナル

報奨金名 新潟港コンテナターミナル輸入荷主向け報奨金制度

対象期間 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日

報奨金対象
対象期間中に新潟港を利用して、輸入コンテナ貨物の前年度実績（平成２９年
度）と比べ、３０ＴＥＵ以上増加した場合
※小口貨物を混載させるものは除きます

報奨金額
増加量×２，０００円／１ＴＥＵ
１事業者当り上限額１００万円

平成３０年度

★お問合せ先★ 業務部 藤由・白井 ＴＥＬ０２５－３８８－１００１

※本制度要領、申請書等については、当ＨＰ（ＵＲＬ：http://www.n-wtt.jp/）の「お知らせ」に掲載してお
ります。

新規に新潟港をご利用頂く場合の報奨金

報奨金名 新潟港コンテナターミナル新規利用報奨金（輸入）制度

対象期間 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日

報奨金対象

過去３ヶ年間（平成２７年度～平成２９年度）において新潟港でのコンテナ貨物利
用（輸入）がなかった事業者が、報奨対象期間中に新潟港を利用してコンテナ貨
物を輸入した場合
※小口貨物を混載させるものは除きます

報奨金額
取扱量×２，０００円／１ＴＥＵ
１事業者当り上限額１００万円

申請手続き
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平成３１年１月末日まで 平成３１年４月１５日まで 金額確定後
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